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通所型サービス(介護予防通所介護相当サービス) 

 

【減算】 

以下の要件を満たす場合、上記の基本部分から以下の料金が減算されます。 

減算の種類 減算の要件 

減算額 

基本 

利用料 

利用者負担金 

１割負担 ２割負担 ３割負担 

事業所と同一建

物に居住する利

用者へのサービ

ス提供減算 

当該減算の要件

に該当した場合

（１月につき） 

要支援１ 

事業対象者 
３,７６０円 ３７６円 ７５２円 １,１２８円 

要支援２ 

事業対象者 
７,５２０円 ７５２円 １,５０４円 ２,２５６円 

 


